
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

目

次

…

○

自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

4



自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
、
道
路
交
通
法

第
一
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
、
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に

規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自

規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自

転
車
（
次
条
第
四
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
原
動
機
付
自
転
車
」

転
車
を
い
う
。

と
い
う
。
）
を
い
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ

第
二
条

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ

た
者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者

た
者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者

は
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

は
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
（
身
体
に
血
液
一

一

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困

ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気

難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー

ル
を
保
有
す
る
状
態
そ
の
他
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正

常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

二

薬
物
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
（
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正

（
新
設
）

常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

三

（
略
）

二

（
略
）



四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又

（
新
設
）

は
ロ
に
定
め
る
速
度
以
上
の
高
速
度
そ
の
他
道
路
及
び
交
通

の
状
況
に
応
じ
て
重
大
な
交
通
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
な
高
速
度
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
速
度
に
準
ず
る
も
の

に
限
る
。
）
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

イ

最
高
速
度
（
道
路
交
通
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
（
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通

自
動
二
輪
車
の
最
高
速
度
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
で
あ
る

場
合

最
高
速
度
を
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速

度
ロ

最
高
速
度
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
場
合

最
高
速
度
を
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速
度

五

（
略
）

三

（
略
）

六

殊
更
に
タ
イ
ヤ
を
滑
ら
せ
又
は
浮
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

（
新
設
）

そ
の
進
行
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
て
、
自

動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

七
～
十
一

（
略
）

四
～
八

（
略
）

第
三
条

ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な

第
三
条

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中

運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運

に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自

転
し
、
よ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
に
陥

動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
、
そ
の
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影

り
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、

響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
陥
り
、
人
を
負
傷
さ

人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。
薬

せ
た
者
は
十
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た

物
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生

者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。



じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
、

薬
物
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
に
陥
り
、
人
を
死
傷
さ
せ
た
者

も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
無
免
許
運
転
に
よ
る
加
重
）

（
無
免
許
運
転
に
よ
る
加
重
）

第
六
条

第
二
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
（
人

第
六
条

第
二
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
（
人

を
負
傷
さ
せ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
そ
の
罪
を
犯
し
た
時
に
無

を
負
傷
さ
せ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
そ
の
罪
を
犯
し
た
時
に
無

免
許
運
転
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
六
月
以
上
の
有
期
拘

免
許
運
転
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
六
月
以
上
の
有
期
拘

禁
刑
に
処
す
る
。

禁
刑
に
処
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規

一

第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規

定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
し
た
者
で
、
そ
の
運
転
を
し

定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
し
た
者
で
、
そ
の
運
転
を
し

た
場
合
に
お
い
て
酒
に
酔
つ
た
状
態
（
身
体
に
血
液
一
ミ
リ

た
場
合
に
お
い
て
酒
に
酔
つ
た
状
態
（
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気
一
リ

に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い

ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
た
も
の

保
有
す
る
状
態
そ
の
他
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な

運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
あ
つ
た
も
の

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
十
七
条
の
二
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

第
百
十
七
条
の
二
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規

三

第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規

定
に
違
反
し
て
車
両
等
（
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
を
除
く
。

定
に
違
反
し
て
車
両
等
（
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
を
除
く
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
転
し
た
者
で
、
そ
の
運
転
を

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
転
し
た
者
で
、
そ
の
運
転
を

し
た
場
合
に
お
い
て
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

し
た
場
合
に
お
い
て
身
体
に
政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
に
ア

一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
範
囲
内
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル

ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
に
あ
つ
た
も
の

に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令



で
定
め
る
程
度
以
上
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
に
あ

つ
た
も
の

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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